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長野県下における保育施設の動向(1984-'90年)

―前回調査(19 7 7～'8 3年)との比較を中心に

The Tendency of Day 

Nursery in Nagano Prefecture

は じめに-

著者はこれまで長野県下における就学前乳幼児

対象の保育施設の設置運営状況にかんする実証研

究をすすめてきた｡その問題意識としては､およ

そ1980年 (昭和55年)を境にして各種保育施設中

の大多数を占める保育所において在籍児数の減少

による定員割れ (欠員)状況が生まれ､年々定男

削減 (職員削減)や施設の統廃合､民間施設の経

営危機の問題を引きおこしてゆくことになった｡

この時また､いわゆる臨調による行政改革の嵐

が吹き荒れてお り､これがとくに財政負担大の保

育行財政に及び､保育所運営経費にかんする国庫

負担率の削減や民間依存化がはかられた｡保育行

財政の直接的な担い手である地方自治体-市町村

においては､保育料の引き上げや入所措置の引締

め等の事態を招いてゆくことになった｡その一方

で乳幼児 ･父母の保育を受ける権利の視点からは

保育の公的責任が問われることになり､保育行政

の課題をめ ぐる争点 となり今 日に至っている｡

こうした問題状況下において､県下の市町村の

保育政策の展開､そのあり方が問われ､そのため

には保育行財政の実態を把握することが必要 とな

る｡著者らは長野県地方自治研究センターの委嘱
(1)

を受けて､県下全市町村を対象にした保育行財政

にかんする実地調査を行い､その結果を F長野県

の保育行財政自書』 としてまとめ､1985年刊行 し

た｡これの対象期間は1977-'83年の 7年間であ
(2)

り､調査項目としては､ 1.保育需要の背景､2.

保育施設の種類 と設置現状､3.保育施設の種類

別動向､4.保育施設の職員､5.保育料など保

護者負担､6.保育施設の財政等である｡筆者は

このうちの 1-3について分析 ･考察を担当した｡

ところで､その後､'84年以降'90年度現在までに
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7年間を経過 してお り､今回､この間の動向につ

いて追跡調査を実施した｡対象項 目は上記の筆者

が担当した範囲内であり､関係の行政資料を集収

し､これを中心に分析 ･考察を加えてゆ くことに

した｡

今回の調査研究では基本的に前回調査の枠組み

を踏襲してお り､その後の動向にかんする比較検

討を可能にしている｡また今期における長野県下

の特徴を際立たせ るために､できる限 りで全国の

実績数倍 と比較対照させることにも留意した｡

この調査研究により県下の各種保育施設におけ

る'84年以降の設置 ･普及､運営 ･利用の概況把握

ができるものと思われ､それはまた上記の保育行

政の課題を提起 してゆくうえで欠かせない基礎的

な作業であろうと思われる｡

注(1) 共著者は本学教授寺脇隆夫氏､調査項目中の4

以降を執筆分担している｡

(2)この調査結果にかん しては､その うちの

1982(昭和57)年度分を抜粋して F長野大学紀要』

第23号 (1984年11月)に発表しておいた｡

1.保育需要の背景 と保育政策の動向

以下では､1984年以降'90年現在に至る保育施設

をめ ぐる社会的背景､行政施策等の動向を概略的

に整理 しておきたい｡

まず､保育需要の根幹であり､また保育施設の

利用主体 として位置づけられる乳幼児人口の動向

をみてゆくと､全国的に減少の一途である｡その

原因として出生率の低下があげられているが､わ

が国の今 日の出生率低下傾向は､止どまるところ

を知 らず､｢1.57ショック｣(女性の一生涯に出産

する子ども数が1.57人､1989年度)という流行語
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秦-1 乳幼児人口 (0- 5歳)の推移 ('83-'90年)

年 度 県 合 計 市 部 郡 部
実 人 数 前年比指数 実 人 数 前年比指数 実 人 数 前年比指数

'83 164,947人 - 106,319人 - 58,427人 -

'84 160,413 97 103,147 97 56,953 97
'85 156,443 97 101,534 98 54,307 95
'86 152,543 97 98,613 97 53,519 98
'87 149,278 98 96,597 98 52,304 98
'88 146,377 98 94,693 98 51,260 98
'89 143,676 98 93,032 98 50,232 98
'90 140,436 98 91,143 98 48,815 97

注) 各年 4月1日現在 長野県情報統計課調べ数

さえ生みだしている｡

この期における県下の乳幼児(0-5歳)人口の

動向を表 1でみると､今期も年々低下､'83年対比

の'90年度指数値が85であり､この7年間に15ポイ

ントの減少となっている｡市 ･郡部別では､市部

においてはこの間に14ポイントであるが､郡部は

17ポイントであり､より急速な乳幼児人口の減少

かみとめられるのである｡

このような少産化動向の背後には､経済のサー

ビス化､労働力不足下において､とくに既婚女性

の雇用増 ･戦力化との関連で労働と出産 ･育児と

の両立困難をめ ぐる問題状態がおかれている｡

今 日の技術革新を軸にした産業構造の変化や男

女雇用機会均等法以降の労働環境は､問題を抱え

ながらも女性の能力活用が掲げられ､職業分野を

拡大してきた｡その一方､女性の働き方の多様化

･弾力化がすすみ､労働形態 (派遣労働､契約社

員等)や労働時間 (残業増､変則勤務､夜間 ･休

日勤務)などで新たな対応を求められている｡

こうした事態の進行は､とりわけ乳幼児をかか

えて働 く母親たちの労働条件や家庭生活上に大き

な困難を随伴することになる｡とくに保育需要 と

の関連であげれば､従来からの公的保育に対する

保育時間の延長や低齢児 (乳児)保育等の拡充要

望のうえに､新たに夜間 ･休 日保育や緊急一時保

育等が加わり､保育ニーズの一層の多様化 といわ

れる事態を生みだしている｡

県下におけるこうした女性就労をめ ぐる新展開､

それに伴う保育ニーズの多様化にかんする実態の

把握は未着手のままである｡
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ここでは前回の調査報告でとりあげた ｢乳幼児

のいる世帯の家族類型別夫婦の就労状態｣のその

後 (国勢調査'85年度)の動向にかんして表 2に示

しておいた｡

みられように､県下全体では､乳幼児のいる世

帯で夫妻とも就労 (共働き)の世帯が47.1%と半

数近 くを占めている｡そのうち ｢夫妻とも雇用者

の割合｣が56.5%に達し､前回の'80年比9ポイン

ト増加､とくに核家族世帯では11ポイントも上昇

している｡このことからは､とくに共働き核家族

世帯において保育をめ ぐる問題構造のうえに､新

たに女性就労の変化に伴う問題が加わり､保育需

要を一層高めているであろうことが読みとれるの

である｡

以上のような女性就労の新展開の一方ですすむ

少産化は､労働 と出産 ･育児の両立困難 ･矛盾を

深めていることを示している｡こうした保育問題

に対応する行政施策の展開では､社会的援助体制

の柱として保育施設をはじめ多様な保育サービス

の公的整備が緊急の課題となっている｡

しかし､'84年以降における保育行政の展開基軸

は､本稿の冒頭で述べておいたように､保育所運

営経費にかんする国庫負担率の削減(8割-5割)

の定着化､それに伴 う保護者負担増､入所措置の

引締めや保育サービスの不充足､施設の統廃合に

よる公的保育の圧縮と民間依存化の推進である｡

ところで､先述の ｢1.57ショック｣を契機にし

て打ち出された一連の ｢子育て支援システム｣づ

くりの政策提言の中には､保育対策として乳児期

からの保育や保育時間の延長､多様な就労形態や
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秦-2 乳幼児のいる世帯の豪族類型別夫婦の就業状態 (1985年度)
上段-世帯数 下段-構成比%､( )内は1980年度の構成比:%

総 数 夫 .妻とも就業 ,i(詣 諾 意)i 夫のみ就業

長野県 核家族世帯 53,651 18,956 34,270

100 35.3 57.3 63.9
(100) (37.3) (46.4) (61.9)

親同居世帯 52,209 30,831 21,071100 59.1 56.1 40.4
(100) (63.1) (47.6) (36.4)

県 計 106,354 50,054 55,564100 47.1 56.5 52.5
(100) (49.7) (47.1) (49.6)

全 国 平 均 100 34.2 62,2 64.2
(100) (34∴0) (52.7) (64.6)

注) S60年度 F国勢調査結果』第4巻 (全国版)17表より集計 ･作成.なお ｢総数｣の各項数値は表記以外

のその他の類型に区分されるもの若干数を含むので表記の合計数と一致しない｡

保護者の病気等の場合の ｢一時的な保育｣などの

保育需要の多様化に応じた ｢きめ細かな保育サー

ビス｣の提供がもり込まれている｡また､育児休

業制度や女子再雇用制度の普及による労働環境の

見直しや､｢子育ての経済的援助｣として児童手当

制度の活用に期待をかけている｡これを受けて政

府は90年度予算で乳児保育 ･延長保育 ･夜間保育

･障害児保育を特別保育事業として位置づけ､若

干の予算増をはか り､さらに､一時的保育など多

様な保育需要に対応する地域保育センターを新規

事業として予算化した｡

このように'90年度を境にして保育政策は変化

の兆候がみられるのであるが､本格的な展開は今

後にまたなければならないであろう｡

2.保育施設の種頬 と設置現況

1990年度現在､長野県下における就学前乳幼児

の保育 (教育)を行っている施設の設置状況は表

3でみられる通 りである｡

種類別にみると､合計11種類があげられ､法的

根拠 (認可 ･無認可)及び設置運営主体 (公設 ･

民間)の別に整理､表示してあり､設置稔数では

910カ所を数えている｡同表には前回報告の終結年

である'83年度対比の増減状況が示してある｡この

間､施設種類では､これまで減少一途の季節保育

所 (公設無許可施設)が消え去り､稔数で50カ所､

5.2ポイントの減少となっている｡
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種類別では､公 ･私の無認可施設における減少

が目立つのであるが､これらはいずれも保育所 ･

幼稚園の不足､設置困難､利用困難等を背景にし

て補完的 ･過渡的な性格をもち､設置 ･運営され

てきた施設種類である｡

｢保育所｣と ｢幼稚園｣は法定認可施設であり
(1) (2)

就学前乳幼児の保育 ･教育施設として代表的な位

置をしめ､公 ･私にわたり設置運営されている｡

保育所は669カ所で全体の73.5%をしめ､幼稚園

の121カ所､13.3%と比べて5倍以上の多数設置と

なり､全国的にも長野県の `̀保育所王国"ぶ りは

有名である｡

公 ･私別にみると､保育所における ｢公営｣が

圧倒的に多く､私営に対する割合を示す ｢公営化

率｣は84.2%で､全国平均の59.0% ('89年度)と

比べても抜群は高い｡幼稚園は反対に ｢私立｣が

圧倒的に多く｢公営化率｣は12.4%､全国平均 (同

上年度)41.7%に比べても一段と低い｡

また､同表より市部 ･郡部別の設置特徴をみて

おくと､保育所 ･幼稚園とも私営､私立が市部に

偏在 しており､県下の郡苦βにおいてはこの種の民

間施設の設置 ･経営難の事情が読みとれるのであ

る｡

以上のように､1990年現在の ｢保育所｣･｢幼稚

園｣の県下における設置状況は､前回の調査結果

と比べて施設数で減少傾向をたどるものの､その

"保育所王国''的な設置､公営化率の傾向､私営
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表-3 保育施設の種類別設置状況 (1990年度)

施 設 数 構 成 費 '83年比増 △滅 所 在 地市 部 郡 部

総 数 910カ所 100% △ 50カ所 カ所 カ所

認可保育所 669 73.5 △ 12 388 281

公営保育所 563 61.9 △ 11 294 269

私営保育所 106 ll.6 △ 1 94 12

公設無認可施設 47 5.2 △ 9 14 33

へき地保育所 38 4.11.0 △ 3 9 294

季節保育所 0 △ 2 -

児童館保育 9 △ 4 5

民間無認可施設 73 8.0 △ 26

無認可共同保育所 25 2.7 △ 12 市 . 郡 部別 不 明
家庭保育室 7 0.8 △ 14

ベビーホテル 4 0.4 △ 2

事業所内保育所 24 2.6 3

病院内保育所 13 1.4 △ 1

認可幼稚園 121 13.3 △ 3 99 22

公立幼稚園 1) 15 1.6 △ 1 7 8

私立幼稚園 106 ll.7 △ 2 92 14

注 1)国立と県立の各 1カ所を含む

の市部偏在等の特徴は変わらず､今 日に推移 して

いる｡

次に､法的な裏付けのない ｢無認可施設｣をみ

てゆこう｡表 2でみられるように､この無認可の

施設区分は､設置主体別に ｢公設｣と ｢民間｣に

分けられる｡

｢公設無認可施設｣区分では､前回僅かにその

名をとどめていた ｢季節保育所｣は､'84年以降そ
(3)

の使命を終わり､｢-き地保育所｣､｢児童館保育｣
の二種類 となった｡'90年現在合計47カ所の設置､

前回比9カ所の減 となっている｡

｢へき地保育所｣は､交通不便､人口希薄な山

間部等において､法定の認可保育所の設置困難な

事態において､厚生省が特別保育対策として出し

た設置補助要綱にもとず く施設である｡市町村が

設置主体 となり､公民館､学校等の既存の建物を

利用､保母 2人配置して小人数の乳幼児の保育に
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あたらせるものである｡

1990年 4月現在､県下に38カ所､当然郡部に多

数設置されている｡前回に比べて3ヵ所の減､漸

減傾向をみせている｡

｢児童館保育｣の児童館 とは､健全育成目的の

不特定多数児童利用の法定施設であるが､保育所不

足下において､一部の市町村では児童館施設を利

用､特定乳幼児の保育をおこなってきた｡この間

この種の代替的施設は認可保育所-統廃合され､

減少しているが､'90年現在､県下に9カ所､市･

郡部にわたり存続している｡

｢民間無認可施設｣にかんしては原則として保

育行政の所管外におかれているのであるが､1981

年頃 "ベビーホテル事故多発''問題を契機にして

児童福祉行政においても関知するところとなり､

児童福祉法の改正によりこの種の施設-の立入り

調査権が法定された｡

- 1 31 -
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長野県下においても'82年以降､これに該当する

施設を対象にして事業内容調査が実施されており､

その実態の把握と監査結果にもとず く改善勧告が

出されている｡以下ではこの県調査の結果による
(4)

資料を中心にとりあげる｡

｢民間無認可施設｣の区分では､その種類は前

回同様､5種類であり､'90年現在､県調査におい

て合計73ヵ所の設置が確かめられている｡前回比

26ヵ所 (26.3%)約 4分の1の減となっている｡

｢無認可共同保育所｣は認可保育所以外の施設

で日々保護者の委託を受けて乳幼児の保育をおこ

なっている施設｡このうちとくに保護者自身が共

同して運営管理にあたる施設を ｢共同保育所｣と

呼び､零細経営､非営利施設としての性格 ･特徴

をもたされている｡'90年現在､25ヵ所｡前回の'82

年調査と比べて12ヵ所 (32.4%)の減をみており､

この間における利用児童の減少､経営困難などの

進行がみてとれよう｡

｢家庭保育室｣は､認可保育所における乳児保 一

育体制の不備を補う形で登場､市町村が一定の資

格を有する者を ｢家庭保育福祉員｣(通称･保育マ

マ)とて指定し､その個人の家庭において ｢保育

に欠ける｣乳幼児若干名を保護者から委託されて

保育をおこなう｡これの設置現況は､前回の21ヵ

所が7カ所に減 り､この施設の過渡的な性格､零

細 ･不安定性が読みとれよう｡

｢事業所内保育所｣は､企業等が勤務している

者の乳幼児を保育するために職場に設置の保育施

設で､最近､国が母親労働力の確保策とて奨励普

及にのり出している｡こうした政策動向を反映し
(5)

て県下における設置状況をみても漸増しており90

年度24ヵ所､この間に設置増がみとめられる唯一

の施設種類である｡

｢病院内保育所｣は､医療機関における看護婦等

の確保策として､その特殊な勤務条件に対応して

職場内に設置の保育施設である｡これまで国公立

の大規模病院を中心に設置されてきたが､'90年現

在､県下では13ヵ所､前回比 1ヵ所の減となって

いる｡

｢ベビーホテル｣は､近年の保育ニーズの多様化

のもとで､夜間保育や宿泊を伴なう保育､あるい

は時間単位で一時保育をおこなう施設である｡'80

年代､全国の郡市部において普及をみた育児ビジ

ー 13 2 -

ネスである｡県下においては前回の 6ヵ所が'90年

現在 4ヵ所に減っている｡

なお､この種のニーズに対応してベビーホテル

のほかに､保護者宅に派遣されて保育に従事する

ベビーシッター業が大都市を中心に急成長してお

り､厚生省もこれの育成策を打ち出している｡県
(6)

下における実態は把握されていないが､今後､こ

の種のチャイル ドビジネスが保育 ･教育施設の外

縁部において営業活動を始め､一定程度の普及を

みることであろう｡

注(1)認可保育所は児童福祉法39条にもとずき日々

保護者の委託をうけて保育に欠ける乳幼児を保

育する児童福祉施設である｡

(2)幼稚園は学校教育法77条で定められた就学前

幼児対象の教育機関である｡

(3) 季節保育所は農繁期等の地場産業の繁忙期に

おいて､保護者の労働のために保育にかける乳幼

児を対象に公民館や学校の空き教室等を利用し､

短期間の保育をおこなう｡戟前から戦後にかけて

県下の各地においても広く普及した保育施設で

あるが､70年代以降急減してゆく｡

(4)長野県の'89年度監査結果､改善勧告が出された

ものは

1) 保育に従事する者､及び資格に関するもの

(20件)

2) 保育室の構造設備､及び面積に関するもの

(14件)

3) 非常災害に対する措置に関するもの (26件)

4) その他 (4件)である｡

(5) 事業所内保育所に対しては設置奨励策として

児童手当特別会計を財源とする助成制度がある｡

病院内保育所にもその公共性に照らして国庫助

成されている｡

(6) 近年､東京､大阪のような大都市部を中心にベ

ビーシッター派遣会社が急増している｡シッタ-

100人以上を登録している大手業者は50-60社と

も言われているが､その実態は把握されていな

い｡厚生省はベビーシッター業を保育所で対応し

がたい一時的な保育ニーズに対応するものとし

て育成方針を出し'89年度予算で調査研究費を計

上している｡
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3.保育施設の種環別動向

A 保育所

1)施設数､定点､在籍児数､充足率等の動向

認可保育所の '84-'90年間における施設数､定

員､在籍 (措置)児童数に関して表A- 1では前

回調査の終結年にあたる'83年を基準年 として対

前年比の増 ･減数が掲示してある｡

まず､施設数の動向をみてゆくと､'85年以降､

'87年を除 く各年では減少数が増加数を上まわ り

前年比 2-5カ所の減｡'84-'90年間では増設 7､

廃所19､差引12ヵ所の減少となっている｡こうし

た今期の漸減傾向は､前期における増加的推移(差

引48ヵ所増)に比べると大きく異なる｡

前回期間を含む '77年以降の動向を捉えてお く

と､'84年度の683カ所が保育所施設数のピーク､最

大設置数であり､この年を折 り返し点として減少

傾向をたどることになる｡ただし､県下における

保育所の一大増設期は'70年代であり､この10年間

に150ヵ所 という大幅な増加をみている｡

'80年代に入ると前年比で微増となり､'85年以降､

減少へと変化してゆく｡

つまり､保育所の増設に歯止めがかけられるの

は前回調査期間の後半においてであり､今回の全

期間を通じて保育所の整理統廃合がすすめられ､
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施設数の減少を招いてゆ(ことになるのである｡

では､この間における施設数の増減状況をその

理由別に確かめておこう｡

'83年以降の 7年間における保育所の新設増加

は7カ所｡うち､4ヵ所 (市 ･公 1,郡 ･公 3)

が既設の認可保育所 2-3ヵ所を統廃合したうえ

での新規設置である｡2ヵ所 (市 ･私 1,郡 ･公

1)は既存の-き地保育所または季節保育所を整

理､統廃合して認可保育所の新設に漕ぎつけたも

のである｡残 りの1カ所は長野市内の繁華街に開

設された公設 ･民営の夜間保育所である｡

一方の廃園 ･減少の19カ所の内訳をみてゆくと､

この間に整理統合され廃所となったもの16カ所､

及びこの間に在席児数 ･定員を減らし続け､あげ

くの果てに認可保育所の座 を降 り､｢へ き地保育

所｣-移行 したものが3ヵ所である｡

つぎに表A-2では､この間における市 ･郡別

公 ･私別の施設数の増減動向がみてとれる｡およ

そ､郡部公営において統廃合､へき地保育所移行

に伴う減少が著しい｡また県下に数少ない私営保

育所において減少 ･廃所となるものもみられる｡

さて､表A11に戻 り定男､在籍児数の動向を

みてゆこう｡

県下における定員､在籍児数の全体的な動向を

表A-1 保育所の施設数､定員､在籍児数､充足率等の推移 ('83-'90年)
各年 4月1日現在

午 皮 施 設 数 定 員 仏) 在籍 (措置)児数 (B)充足率 普及率 措置率実 数 〔増〕△減 実 数 増 △減 実 数 増 △減

'83 681カ所 - 70,263人 - 62,361人 - 88.8% 42.6% 37.8%

'84 683 〔4〕△ 2 67,751 △ 2,512 59,642 △ 2,919 88.0 42.3 37.3

'85 681 〔1〕△ 3 65,334 △ 2,417 57,041 △ 2,601 87.3 41.9 36.6

'86 678 △ 3△ 2 63,426 △ 1,908 54,805 △ 2,236 86.4 41.7 36.0

'87 678 61,886 △ 1,540 53,083 △ 1,722 85.8 41.6 35.6

'88 676 61,041 △ 845 52,424 △ 659 85.9 41.5 35.7

'89 671 〔1〕△ 6 60,586 △ 455 51,803 △ 621 85.5 42.2 36.1

'90 669 〔1〕△ 3 60,264 △ 322 50,862 △ 941 84.4 42.9 36.2

症) 長野県社会部 ｢社会福祉年報｣各年度版より作成

｢施設数｣の 〔増〕 △減は対前年比純増 ･純減カ所数

充足率-B/A､普及率-A/0-5歳人口､措置率-B/0-5歳人口
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表A-2 保険所の公･私別､市 ･郡別一施設数､定員､在籍児数､充足率の推移 ('84-'90年)
( )内は'84年-100とした指数

午皮 公 営 私 営施 設 数 定 員 在籍児数 充 足 率 施 設 数 定 点 在籍児数 充 足 率

市部 '84 294カ所 30,463人 26,689人 87.6% 95カ所 9,482人 8,295人 87.5%

(100) (100) (100) (100) (100) (100)

'87 297 27,325 23,483 85.9 96 9,091 7,659 84.3
(101) (90) (88) (101) (96) (92)

'90 294 26,390 22,168 84.0 94 8,911 7,444 83.5
(100) (87) (83) (99) (94) (90)

那部 '84 280 26,518 23,544 88.8 14 1,295 1,114 86.0

(100) (100) (100) (100) (100) (100)

'87 272 24,475 21,094 86.2 13 995 847 85.1
(97) (92) (90) (93) (77) (76)

'90 269 24,088 20,459 84.9 12 875 791 90.4

注) 資料出所は表A-1と同じ｡なお､後掲の付表 1･2において県下121市町村別に ｢施設数｣｢走月と在籍児数｣に

ついて'84-'90年間の推移を掲示してあるので参照されたい

みておくと､施設数のそれと同じく70年代を通し

て増加一途､そのピークは走月が '80年の74951人､

在籍児数の方は'79年の68670人である｡それ以降

は急激な減少傾向をたどり､表からみられるよう

に定員､在籍児数 とも'87年にかけて毎年1500-

3000人規模の大幅な減少となっている｡88年以降

は､その幅が狭まり推移 している｡また､この 7

年間における定員減少は合計9999人､83年対比14

ポイントの定男削減となっている｡在籍児数の方

は11499人､18ポイント減少､これは60人定員の保

育所約200カ所に相当する数字である｡

また､表A-2で公 ･私別､市 ･郡別にみてゆ

くと､'90年にいたる定員削減状況は､市部公営で

厳しく､'84年対比13ポイントの減少｡郡部の公営

は施設数を減らしているので9ポイントにとどま

る｡郡部 ･私営では施設数減と定員削減の同時進

行がみられ､市部 ･私営は動きが緩慢である｡在

籍児数の各別の動向も､ほぼ同様の特徴がみとめ

られ､減少の最大は郡部 ･私営で29ポイント減と

いう数字がみられる｡

定員に対する在籍児数の割合を示す ｢充足率｣
の動向をみてゆくと､表A-1からはこの間の低
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下傾向がみてとれる｡県下においては'70年代の保

育所不足下に､充足率は90%以上で推移してきた

が'80年代には80%台に下 り､年々の定員削減をも

ってしても低下を阻止できず､推移 している｡

また､乳幼児人口 (0-5歳)に対する定員の

しめる割合を示す保育所の ｢普及率｣をみると､

'80年代以降の乳幼児人口減少期において､41-42

%台を維持的に推移 している｡それはこの間の定

員削減が乳幼児人口の減少動向 ('83-'90年に

14.9%)と連動してはかられたことを示している｡

さらに､乳幼児人口に対する保育所入所措置 (衣

籍)児数の割合を示す ｢措置率｣をみてゆくと､

微妙な動きがみられる｡つまり､'70年代の保育所

不足 ･入所難の時代には30%台の前半で推移する

が､'80年代にいたり入所難が緩和され､35-37%

台に上昇｡しかし､この措置率はその後､年々の

上昇とはならず､'80年代後半には下降傾向をみせ

ており､"保育所触れ"的な問題の所在がうかがわ

れるのである｡

2)定員､在籍児数別施設規模の動向

表A-3は定月規模別の施設数 ･構成比につい



表A13 保育所の市 ･郡別､公 ･私別定員規模別施設数 ･構成比 ('84年 ･'90年)

午皮 総 数 30 人 31-59人 60 人 61-90人 91-120人 121-150人 151-200人 201人以上
実 数 巨 率 実 数 l- 実 数 巨- 実 数 巨- 実 数 巨 率 実 敬 卜- 実 数 巨b* 実 可 比 率 実 数 巨 率

輿 '84 683カ所 100% 23カ所 3.4% 43カ所 6.3% 119カ所17.4% 192カ所28.1% 167カ所24.5% 68カ所10.0% 50カ所 7.3% 21カ所 3.1%

汁 '90 669 100 21 3.1 48 7.2 168 25,1 191 28.5 144 21.5 54 8.1 33 4.9 10 1.5

市部 公 '84 294 100 7 2.3 ･6 2.0 53 18.0 76 25.8 85 28.9 33 11.2 25 8.5 9 3.1

菅 '90 294 100 5 0.7 7 2.4 93 31.5 77 26.1 68 23.1 28 9.5 13 4.4 3 1.0

私 '84 95 100 3 3.2 11 11.6 21 22.1 26 27.4 16 16.8 3 3.2 9 9.5 6 6.3

管 '90 94 100 4 4.3 8 8.5 28 29.8 22 23.4 17 18.1 3 3.2 8 8.5 4 4,2

那部 公 '84 280 100 13 4.6 25 8.9 40 14.3 85 30.4 65 23.2 31 11.1 16 5.7 5 1.8

営 '90 269 100 11 4.1 33 12.3 42 15.6 86 32.0 58 21.6 23 8.5 13 4.8 3 1.1

私 '84 14 100 1 7.I 5 35.7 5 35.7 1 7.1 1 7.1 1 7.1

症) 各市町村記入の 『厚生省報告例』78-別表 ('84･'99年 4月分)より集計 ･作成
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表A14 保育所の市･郡別､公 ･私別在籍 (措置)児数規模別施設数･構成比 ('84･'90年)

午皮 紙 数 30人未満 30-49人 50-99人 100-149人 150-199人 200人以上
実数 巨ヒ率 実可 比率 実数 lfb* 実数 恒 実数 恒 実数 巨 率 実数 巨ヒ率

県 '84 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %683 100 27 3.9 95 13.9 335 49.0 170 24.9 41 6.0 15 2.2

計 '90 669 100 416.1 138 20.6 337 50.4 117 17ー5 31 4.6 5 0.7

市部 公 '84 294_100 8 2.7 33 11.2 144 49.0 83 28.3 21 7.1 5 1.7

営 '90 294 100 17 5.8 59 20.0 148 50.3 56 19.0 13 4.4 1 0.3

私 '84 95 100 5 5.3 18 18̀9 43 45_3 18 18.9 6 6.3 5 5.3

営 '90 94 100 8 8.5 20 21.3 40 42.6 15 16.0 10 10.6 l l.1

那部 公 '84 280 100 14 5.0 40 14.3 139 49.6 69 24.6 13 4.6 5 1.8

骨 '90 269 100 15 5.6 56 20.8 141 52.4 46 17.1 8 3.0 3 1.1

私 '84 14 100 1 8.3 4 28.6 9 64.3 1 7.1

注) 各市町村記入の F厚生省報告例j78一別表 ('84･'90年4月分)より集計 ･作成

て､この間の動向を'84年､'90年に代表させて市部

･郡部別､公営 ･私営別に示したものである｡

表より県下全体の動向をみてゆくと､定点60人

までの小規模 3区分のしめる割合は､'84年度は

27.1%であったが､'90年には35.4%になり､この

間に8ポイント増加している｡61-120人の中規模

2区分では､52.6%から50.0%となり､ほとんど

変らない｡121人以上の大規模 3区分では20.4%か

ら14.5%-､6ポイント減少している｡全般的に､

この間の定員削減動向を反映して小規模化してい

ることがよくわかる｡

市 ･郡別､公 ･私別にみると､市部 ･公営にお

いてより小規模化､下降移動している｡

表A-4に移 り､在籍児数規模別の動向をみて

ゆこう｡

表より県下全体の動向をみると､30人未満､30

-49人の 2区分で大幅に増加､反対に100人以上の

3区分で激減している｡また､市部 ･郡部別､公

営 ･私営別では､やはり市部 ･公営における小規

模化の進行が目立ち､50人未満の 2区分で倍増し

ている｡
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3)施設当りの定員充足率の動向

表A-5には施設単位の定員充足率にかんして

その動向を'84年､'90年で捉え､5区分別に示して

ある｡県下全体をみると､90%以上の2区分が減

り､60%未満､60-79%区分で増加 している｡こ

の間における低充足率区分への移動が明らかにみ

とめられるのである｡

市部 ･郡部別､公営 ･私営別には､市部の公 ･

私営において､このような傾向は明瞭にみられる

のであるが､郡部の公 ･私営で若干異なり､60%

台が膨大化､60%未満の増加がみられない｡これ

は､施設数の増減理由でみておいたように､郡部

において小規模 ･低充足率施設の整理 ･統廃合が

鋭意進められたからであろうと思われる｡

以上のような動向は､前回の調査期間において

も､とくにその後半の'81年以降においてみとめら

れ､今回はその延長上で規模縮小､定員未充足の

進行がみてとれるのである｡

4)在籍児童の年齢別状況の動向

表A-6では保育所在籍 (措置)児の年齢 4区
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表A-5 保育所の市 ･郡別､公 ･私別定員充足率区分別施設数･構成比 ('84･'90年)
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年 !/皮 総 数 60%未満 60-79% 80-89% 90-94% 95%以上
実 数 JLb率 実 数 匡 率 実 数匡 率 実 数匡 率 実 車 率 実 数匡 率

県 '84 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %683 100 24 3.5 96 14.1 228 33.4 154 22.5 181 26.5

計 '90 669 100 37 5.5 174 26.0 208 31.1 124 18.5 126 18.8

市那 公 '84 294 100 14 4.8 28 9.5 107 36.4 83 28.2 62 21.1

普 '90 294 100 22 7.5 70 23.8 97 33.0 54 18.4 51 17.3

私 '84 95 100 3 3.2 17 17.9 25 26.3 17 17.9 33 34.7

営 '90 94 100 8 8.5 23 24.5 18 19.1 20 21.3 25 26.6

那部 公 '84 280 100 7 2.5 46 16.4 90 32.1 54 19.3 83 26.6

骨 '90 269 100 7 2.6 77 28.6 89 33.1 49 18.2 47 17.5

私 '84 14 100 5 35.7 6 42.8 3 21.4

症) 各市町村記入の F厚生省報告例』78-別表 ('84･'90年4月分)より集計 ･作成

分 (保育単価の計算基準)別人数 ･構成比と措置

率について'84､'87､'90年度当初(4月1日現在)

の数値を示してある｡

県下の全体的な状況を構成比でみてお くと､4

歳以上児は約 7割､3歳児の2割余を加えた3歳

以上児が全体の9割余を占めている｡一方の3歳

未満 (0-2歳)児は1割未満で推移 している｡

当該人口比の措置率をみても3歳児で5割余､4

歳児では約 7割と高く､一方の 1-2歳児は 1割

未満､0歳児では1%台と低い｡

市部 ･郡部別にみると､とくに郡部において3

歳以上児が全体の95%以上を占め､ 3歳未満児は

例外的な僅少の人数である｡また措置率の方も4

歳以上児が 8割以上､3歳児でも6割以上と高い｡

このように市部に比べて幼稚園の少ない郡部では､

3歳以上の年齢層において圧倒的な保育所利用 と

なっているのである｡

以上のような特徴はこれまでにも認められてい

るので､表よりは今期の特徴を見届けておくと､

3歳以下の3区分において構成比､措置率とも若

干上向いており､反対に4歳以上児の減少傾向が

みられる｡この点､市部において､より明瞭にみ

とめられる｡乳幼児人口の減少下において3歳児

及び未満児の保育は若干の拡充をみるが､4歳以

上児では市部に多数設置の幼稚園と競合関係にあ

り､幼稚園に侵食されているからであろう｡

次に､保育所在籍児の年齢別特徴を施設レベル

で見届けておこう｡

表A一丁には在籍児の年齢二区分 (3歳未満､

3歳以上)別施設数について示 してある｡みられ

ように県下全体では､｢3歳未満児在籍有 り｣の保

育所は3分の2に達 し､推移 している｡このうち

｢0歳児在籍あり｣は1割台に減るが､最近増加

している｡この未満児保育は公営 ･私営別にみる

と格差的であり､私営保育所の9割以上に対して

公営では6割前後である｡とくに0歳児の受け入

れは私営保育所が大きく担っており､公営は微弱

である｡また､公営保育所の市部 ･郡部別には差

異がある｡郡部の公営保育所は未満児保育にとく

に消極的で ｢3歳以上児のみ｣の占める割合がよ

り高 く推移 している｡市部の公営は､未満児保育

のうちの0歳児保育の施設数をこの間､10ヵ所も
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表A- 6 保育所の市 ･郡別､公 ･私別在籍 (措置)児の年齢四区分別人数 ･措置率の推移

('84-'90年)

辛皮 総 数 0歳 1-2歳 3 歳 4歳以上人 数 J措置率 人 数 匝 置率 人 数 匝 置率 人 数 匝 置率 人 数 1措置率

県計 '84 人 % 人 % 人 % 人 % 人 %

59642 235 3,485 14,234 41,688

(100) 37.3 1.0 6.9 51ー6 (69ー9) 72.0(0.4) (5.8) (23.9)

'87 53082 269 3,144 13,588 36,102
(100) 35,6 (0.5) 1.2 (5.9) 6.3 (25ー6) 53-0 (68.0) 70.5

'90 50862 260 3,159 13,326 34,117
36.2 1,2 (6.2) 7.0 55.9 68.2(100) (0.5) (26.2) (67.1)

市 '84 34984 214 2,427 8,246 24,097
(100) 33.9 1.4 7.5 46.6 64.5(0.6) (6.9) (23.6) (68.9)

'87 31,142 255 2,287 7,870 20,730
(100) 32.2 (7.3) 7.1

部 (0.8) (25.3) (66.6)

'90 29,612 243 2,292 7,801 19,276
325 1.8 (7.7) 7.7 50.6 59.7(100) (0ー8) (26.3) (65.1)

那戟 '84 24658 21 1,058 5,988 17,591

(100) 43.3 (0.1) 0.2 (4.3) 5-9 (24.3) 60.8 (71.3) 85.8

'87 21941 14 857 5,698 15,372
419 (0.0) 0,2 (3.9) 5.0 62.8 84.8(100) (26.0) (70ー1)

'90 21,250 17 867 5,525 14,841
(100) 43.5 0.2- (4.1) 5.6 66.2 84.2

注) 各年 4月1日現在 出所 :県担当課 (各市町村記入の F厚生省報告例』78-別表より集計 ･作成)

措置率は当該年齢人口-100として算出｡( )内は構成比 :%

表A-7 保育所の市 ･郡別､公 ･私別在籍 (措置)児の年齢二区分別施設数 ･構成比('84･'90年)

午皮 総 数 3歳未満児在籍あり 3歳以上児のみ (再掲)0歳児在籍あり施 設 数 比 率 施 設 数 比 率 施 設 数 比 率 施 設 数 比 率

県 '84 683カ所 100% 461カ所 67.5% 222カ所 32.5% 80カ所 11.7%

計 '90 669 100 451 67.4 218 32.6 96 14.3

市部 公 '84 294 100 192 65.3 102 34.7 28 ~9.5

営 '90 294 100 197 67.0 97 33.0 38 12.9

私 '84 95 100 88 92.6 7 7.4 40 42.1

骨 '90 94 100 88 92.6 6 6.3 52 54.7

那部 公 '84 280 100 168 60.0 112 40ー0 4 1..4

営 '90 269 100 154 57.2 115 42.7 4 1.5

私 '84 14 100 13 92.8 1 7.1 8 57.1

症) 各年 4月1日現在､各市町村記入の F厚生省報告例178-別表より集計 ･作成

-138-



桜田百合子 長野県下における保育施設の動向 (1984-'90年)

表A-8 長野県･全国別保育所在籍児の年齢各歳別在籍率､人数 ･構成比の推移

午皮 総 数 0歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳
在籍率 在籍率 在籍率 在籍率 在籍率 在籍率 .在籍率 在籍率
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

昭和58年('83) 長野県 32.9% 0.6 2.6 7.5 33.0 64.4 72.1 36.3

100% 0.2 1.0 3.1 14.7 28.9 34.5 17.5

全 国 17.2% 1.1 5.8 ll.8 22.4 31.0 31.0 14.3
100% 0.9 4.6 9.4 18.4 26.3 27.4 13.0

昭和60年('85) 長野県 32.2% 0.9 3.1 8.2 37.1 65.4 70.9 30.1

100% 0.4 1.3 3.6 16.2 29.5 34.1 14.8

全 国 17.2% 1.7 6.8 12.8 23.3 31.4 30.8 12.3
100% 1.3 5.5 10.4 19.1 26.1 26.7 10.9

昭和62年('87) 長野県 31.7% 0.9 3.2 6.6 32.4 63.1 70.7 34.4

100% 0.4 1.4 3.1 15.0 30.0 33.4 16.7

全 国 17.50/o 1.5 6.8 12.6 22.3 30.8 31.3 14.7
100% 1.2 5.3 10.0 18.6 26.0 26.4 12.6

平成1年('白9) 長野県 31.7% 1.0 3.2 7.1 32.3 61.6 69.6 37.0

100% 0.4 1.4 3.1 14.7 29.2 33.3 18.0

全 国 18.0% 1.8 7.4 13.1 22.7 31.1 31.2 15.3

症) 資料出所 :厚生省 『社会福祉施設調査結果』各年10月1日現在

在籍率-在籍児数/当該年齢人口 (10月1日現在)

増や しており､注目される｡

ところで､以上のように県下の保育所在籍児の

年齢別動向 ･特徴を全国のそれと比較してみてお

こう｡表A-8には年齢各歳別の在籍率､構成比

が示してあるが､各年10月 1日現在の数値に基ず

くため､表A-6に掲示の数値 とは一致しない｡

表より､まず､長野県下における保育所在籍率

は､｢総数｣で全国のそれの2倍近 くであり､保育

所の占める位置､利用の高さがみてとれよう｡ し

かし､年齢各歳別では､3歳未満の各歳において

全国の約 2分の 1であり大きく下回っている｡反

対に3歳以上では大きく上回り､3歳で1.5倍 4歳

で2倍､5歳以上ではさらに引き離している｡

また､構成比においても､ほぼ同様の傾向が認

められ､3歳以上のしめる割合が極めて高く､3

歳未満児では僅少割合で推移 している｡

5)保育時間 (開所､閉所､延べ開所時間)

191

ここでは厚生省 『社会福祉施設調査報告』に所

収の保育所の保育時間に関する調査結果 (都道府

県別 ･公私別 ･施設数､各年10月1日現在)より

作成の表A-9｢開所時刻｣､表A-10｢閉所時

刻｣､表A-ll｢延べ開所 (保育)時間｣について

みてゆこう｡なお､前回調査では1982年度分を取

り扱ったので今回は'84年 ･'89年に関してとりあ

げ､今期の動向を見届けてゆきたい｡

まず､表A-9｢開所時刻｣をみると､'84年10

月1日現在､県下の保育所においては､8時以降

の開所 となるものが全体の84.4%をしめている｡

全国のそれは37.7%､7時台の開所が62.2%で､

県下における遅い時刻の開所が特徴的である｡ま

た公 ･私別にみてゆくと､公営保育所において8

時以降の開所が92%に昇るのに対して私営保育所

は44.4%､それ以前の開所が過半数をこえており､

比較的早朝の開所 となっている｡このように県下

では公営保育所の遅い開所が目立つのであるが､
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表A-9 保育所の公･私別､開所時利別施設数･構成比 ('84･'90年)
下段の ( )内は全国 ･構成比:%

午皮 捻 数 6:00-7:59 7:00-7:59 8:00-8:59 9:00-9:59 ･10時 以 降
実 数 恒 実 数 l比 率 実 数 巨 率 実 数 巨 率 実 数 巨 率 実 数 巨 率

'84 総 数 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %

683 100 106 15.5 572 83.7 5 0.7 -

(100) (0.0) (62.2) (37.6) (0.1) (0.0)

公 営私 営 575 100 46 8.0 525 91.3 4 0.7

(100) - (52.8) (47.1) (0.1) (- )

108 100 60 55.6 47 43.5 1 0.9

(100) (0.05) (76.0) (23.7) (0.1) (0.1)

'89 総 数 671 100 1 0.0 160 23.8 503 74.9 7 1ー0

(100) (0.04) (70,0) (29.8) (0.1) (0.1)

公 営私 営 565 100 1 0.9 85 15.0 474 83.9 6 1.1

(100) (59.6) (40.4) (0.1) (- )

106 100 75 70_7 29 27.4 1 0.9

(100) (0.1) (85.0) (14.7) (0.1) (0.2)

症) 資料出所 :厚生省 F社会福祉施設調査結果j 各年10月1日現在

この点､全国の公営保育所においては8時以前と

以降に半々ずつ別れており､県下の私営と近似の

構成比をみせている｡

その後の推移を'89年度実績でみてゆくと､全体

に8時以降の開所は漸減傾向をたどり､'84年比8

ポイント減少､それだけ7時台の開所比率を高め

ている｡公営 ･私営別には､この5年間に公営で

7ポイント､私営が16ポイント7時台開所の方へ

移動しており､私営の際立った早朝開所となって

いる｡

｢閉所時刻｣に移 り､表A-10でみてゆこう｡

'84年度の県下全体では､17時までの閉所時刻 3区

分以内に63.2%､17時以降の遅い閉所時刻区分に

36.7%である｡後者の全国をみると､72.4%とい

う高い数値がみられ､県下の保育所における夕方

の早刻閉所の傾向が浮き彫 りにされている｡

公営 ･私営別には､公営における17時までの閉
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所が70.6%に上 り､私営の24.0%､全国の公営の

33.5%に比べても県下の公営の早刻閉所が際立っ

ている｡また県下の私営においては､17時過ぎの

閉所比率が75.9%に上り､夕方の保育時間の延長､

長時間保育を県下の大多数の私営保育所で実施し

ていることを裏付けている｡

その後の'89年度をみてゆくと､県下においても

全国的にも､遅い閉所傾向が顕著になる｡公営で

約10ポイント遅い区分に移 り､とくに県下の私営

保育所において遅い閉所となり､17時以降19時ま

でが9割に達している｡なお､表中には22時以降

の閉所となる私営 1ヵ所が県下にみとめられるが､

これ転夜間保育所の存在を示す数字であるOこの

年､全国には､この区分に13ヵ所という数字がみ

られるのである｡

｢延べ開所 (保育)時間｣の実態､動向を表A

-11でみてゆくと､県下の全般的な特徴 としては､



表A-10 保育所の公 ･私別閉所時刻別施設数 ･構成比 ('84･'90年)

下段の ( )内は仝El.構成比:%

辛皮 総 数 15:00以前 15:01-16:00 16:01-17:00 17:01-18:00 18:01-19:00 19:01-20:00 20:01-22:00 22:00以降
実 数 巨 率 実 数 .ド- 実 数 l比 率 実 数 巨- 実 数 巨- 実 数 巨 率 実 数 1Lb率 英 数 巨 率 実 数 巨 率

'84 総計 683カ所 100% 4カ所 0.6% 203カ所29.7% 225カ所32.9% 220カ所32.2% 31カ所 4.5% -カ所 一% -カ所 一% -カ所 -%

(100) (0.2) (9.1) (18.3) (64.I) (8.1) (0.1) (0.1) (0.01)

公 営私営 575 100 4 0.7 194 33.7 208 36.2 163 28.3 6 1.0

(100) (0.3) (13.1) (23.1) (57.5) (5.9) (0.05) (- ) (- )

108 100 9 8.3 17 15.7 57 52.8 25 23.1

(100) (0.06) (3.1) (ll.2) (73.8) (ll.4) (0.2) (0.15) (0.04)

'89 総計 671 100 147 21.9 199 29.7 261 38.9 62 9.2 1 0.0 1 0.0

(100) (0.05) (5.8) (13.0) (65.4) (15.3) (0.3) (ら.12) (0.05)

公営私営 565 100 144 25.5 189 33.4 212 37.5 20 3.5

(100) (0.1) (9.0) (18.0) (63.5) (9.3) (0.0) (-) (- )

106 100 3 2.8 10 9.4 49 46.2 42 39.6 1 0.9 1 0.9

注) 資料出所 :厚生省 『社会福祉施設調査結果』 各年10月1日現在
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表A-11 保育所の公 ･私別延べ開所 (保育)時間別施設数 ･構成比 ('84･'90年)
トー
こ､=､

下段の ( )内は全国 ･構成比:% Ji

年皮 紙 数 7時間未満 7-8時間未満 8-9時間未満 9-10時間未満 10-11時間未満 ll-12時間未満 12-13時間未満 13時間以上
実 数 ltb率 実 数 lLb率 実 数 ltb率 実 数 巨- 実 数 LLb率 実 数 巨 率 実 数 巨- 実 数 巨 率 実 数 巨 率

'84 合計 683カ所 100% 6カ所 0.9% 147カ所21.5% 206カ所30,2% 174カ所25.5% 127カ所18.6% 20カ所 2.9% 3カ所 0.4% -カ所 一%

(100) (0.1) (2.7) (13.9) (26.3) (49.2) (6.5) (1.2) (0.0)

(100) (0.1) (4.3) (20.0) (31.3) (38.7) (4.5) (1.0) (0.0)

108 100 3 2.8 12 11.1 18 16.7 55 50.9 17 15.7 3 2.8

(100) (0,06) (0.4) (4.9) (19.0) (64.7) (9.3) (1.5) (0.09)

'89 合計 671 100 74 11.0 251 37.4 126 18.8 171 25.5 41 6.1 6 0.9 2 0.3

(100) (0.0) (1.6) (10.5) (21.0) (53.0) (ll.7) (2.0) (0.2)

ム 昌弘 岩 565 100 73 12.9 245 43.4 117 20.7 119 21.1 11 1.9

(100) (0.0) (2.5) (16.2) (28.6) (44.7) (6.6) (1.2) (- )

106 100 1 0.9 6 5.7 9 8.5 52 49.1 30 28.3 6 5.7 2 1.9

(100) (- ) (0.1) (2.2) (10.1) (65.1) (19.0) (3.I) (0.4)

症) 資料出所 :厚生省 『社会福祉施設調査結果』 各年10月1日現在
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桜田百合子 長野県下における保育施設の動 向 し1984-'90年)

開所 ･閉所時刻の状況からしても､保育時間の短

時間があげられる｡

表より､国基準の ｢原則8時間｣が包含される

7･8･9時間未満の3区分内に､'84年度の県下

では52.6%であるが､全国では16.7%､その他の

圧倒的多数が 9時間以上の区分に入っている｡公

･私別には､やはり､私営保育所において長時間

保育がおこなわれていることが明瞭にみてとれる

のである｡

'89年度に移ると､県下においても長時間保育の

傾向が強まり､ 9時間以上の区分に過半数となる｡

しかし､公営 ･私営別の保育時間の格差的状態は

解消されない｡私営保育所におけるより長時間区

分への移行が目立ち､10時間以上の区分に8割以

上が入り､公営の2割を引き離している｡

ところで､以上では保育所の開所､閉所､延べ

保育時間をその各別に切 り離して取り上げてきた

が､県下の現状において､フルタイム就労家庭の

保育時間ニーズ､つまり8時間就労に対応可能な

保育所は果たしてどれほどの数であろうか｡

長野県庁の担当課では､この点に着目して '90年

皮(4月1日現在)､県下仝保育所の施設当たりの

開設時間帯の実態を調べ､そのうちで8時間就労

に対応可能な施設 (延べ開所時間で10時間以上と

設定)の数を算出している｡その結果､公営保育

所の169カ所 (29%)､私営保育所では88ヵ所 (83

%)合計251ヵ所 (37.5%)という数字がみられる

195

のである｡
Eい

追(1) 県社会部青少年家庭課調査｡この調査ではまた

8時間を越えて延長保育を受けている児童数と

して､公営4610人 (10.8%)､私営2739人 (33.2

%)､合計7349人(14.4%)という数字がみられる

のである｡

B.幼稚囲

1)施設数､定員､在園児数､充足率等の動向

幼稚園の'84-'90年間における施設数､定員在

園児数にかんして表B-1では前回調査の終結年

の'83年を基準にして､以降の各年の実数及び前年

比の増減が示してある｡

まず､この間における施設数の動向をみると､'

90年度121カ所､対 '83年比では差引3ヵ所の減(新

設 1､減少 4)である｡こうした微減動向は前期

の増加動向 ('77-'83年間に11ヵ所増)に比べると

異 り､今期の保育所におけるそれに比べれば微弱

ではあるがこの間の幼児人口減の影響をみてとる

ことができる｡

この間の増減カ所の内訳は､'61年度軽井沢町所

在の同法人の2ヵ所が新設 1ヵ所に統廃合され､

また､'62年度池田町所在の私立 1カ所が廃園とな

る｡残 りの 1ヵ所は明科町で5歳児の全員就園と

なる公営幼稚襲 (定員200人)が89年度休園､'90

年度廃園となっている｡

表B-1 幼稚園の施設数､定員､在園児数､充足率等の推移 ('83-'90年)
各年 5月1日現在

午 皮 施 設 数 走 月 (A) 在 園 児 数 (B) 充足率 普及率 就園率実 数 〔増〕△減 実 数 増 △減 実 数 増 △減

'83 124カ所 - 20,755人 - 18,090人 - 87.2% 23.6% 20.-5%

'84 124 〔1〕△2 20,785 30 18,211 121 87.6 24.3 21.3

'85 124 20,935 15030 17,918 △ 293 85.6 25.6 21.9

'86 123 20,935 17,401 △ 517 83.1 26.7 22.2

'87 122 △ 1△ 1 20,965 17,251 △ 150 82.3 27.3 22.4

'88 122 20,925 △ 40 17,604 353 84.1 27.4 23.1

'89 122 20,625 △ 300 17,546 △ 58 85.1 27.3 23.2

'90 121 20,765 140 17,626 80 84.9 28.1 23.8

注)公立幼稚EEIは県教委 『教育要覧』各年版より､なお定員については各固よりの聞き取 り数による

私立幼稚園は県総務課 F長野県私立学校統計3各年版より

充足率-B/A､普及率-A/3-5歳人口､就園率-B/3-5歳人口
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表8-2 幼稚園の公･私別施設数､定員､在園児数､充足数の推移 ('84-'90年)
( )内は構成比:%

辛皮 施 設 数 定 員 在 園 児 数 充 足 率公 立 私 立 公 立 私 立 公 立 私 立 公 立 私 立

'84 16カ所 108カ所16 10716 10615 106 2,145人 18,640人(10.3) (89.7) 1,640人 16,565人(9.4) (90.6) 76.7% 88.9%68.7 84.771,8 85.572.1 86.2

'86 2,125 18,810(10.2) (89.8) 1,461 15,940(8.4) (91_6)

'88 2,145 18,780(10.3) (89.7) 1,541 16,063(8.7) (91.2)

注)資料出所は表B-1と同じ｡なお後掲の付表3･4において県下の幼稚園設置市町村別に ｢施設数｣｢定員と

在園児数｣についで84J90年間の推移を掲示してあるので参照されたい

次に定男､在園児数の動向に移ろう｡

これまでの定員の推移をたどると､前回調査に

おいては年々の増加 (6年間に2610人)がみられ

た｡それに続 く今期は前半で微増､後半で漸減す

るが､'90年度には私立 3ヵ所の定員増で再び増加

に転じている｡'83年対比'90年度の定員の移動は

プラス10人､殆ど変動無しの数字であり保育所に

おける-大削減に比べると大きく異なっている｡

在園児数に移ると､今期の前半､'87年にかけて

漸減してゆ(が､'88年には増加に転 じ､その後は

一進一退で推移 している｡この7年間に464人､'83

年対比2.5ポイント減少であるが､保育所の18.4ポ

イント減少にくらべれば微弱な数字である｡

さらに､定員に対する在園児数の比率を示す｢充

足率｣の動向をみてゆくと､前半で低減､後半で

微増 ･回復してゆき'83年対比 '90年では2.3ポイン

ト減少という数字がみられる｡保育所の4.4ポイン

ト減に比べると幼稚園の定員あき･未充足状態へ

の足取りは､かなり遅いことを示している.定員

の当該人口 (3-5歳)比率で示される ｢普及率｣

をみてゆくと､この間における人口減少に比べて

走貞削減の緩慢な幼稚園では､結果として普及率

の上昇を招き､この7年間に4.5%増加という数字

がみられる｡

また､在園児数の当該人口比率で示される ｢就

園率｣をみると､微増で推移 し､この間に3.3ポイ

ント増加している｡保育所の1.6ポイント減少と比

べると､いわゆる "保育所離れ''の一方で "幼稚
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園人気''となり､就園率をジリジリと引き上げて

きたことがみてとれるのである｡

表B-2に移ると､以上でみてきた幼稚園の施

設数､定員､在園児数等の動向を公立 ･私立別に

分けて示してある｡概略的な特徴をみておくと､

施設数で7倍､定員 ･在園児数では約10倍の私立

幼稚園が圧倒的な優勢で推移 している｡少数派の

公立幼稚園は､定員 ･在園児数の構成比､充足率

とも低下傾向をみせている｡

2)定男､在園児数規模別施設数の動向

まず､定員規模別施設数に関して表B-3では

公･私別に､この間の推移を'84年､'90年に代表さ

せて示してある｡

表からみられるように､定員規模の最小区分を

｢50-99人｣､最大区分を ｢400人以上｣としてい

るように､保育所のそれ (｢30人｣,｢201人以上｣)
と比べてみると､その規模大､最大区分には640人

といういわゆる "マンモス園"の存在がみとめら

れるのである｡

県下全体の動向をみてゆ くと､'84年に比べて'

90年は僅かながら大規模区分へと移動している｡

公 ･私別には､公立では少数園における定員変更

の結果､'90年度には小規模区分への移動がみとめ

られる｡私立の方は逆に大規模区分-の移動とな

り､定男増がはかられたことがわかる｡

次に､表B-4で在園児数規模別施設数の動向

をみてゆこう｡
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表B-3 幼稚園の公 ･私別定員規模別施設数 .構成比 ('84･'90年)
( )内は構成比 :%
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年 度 総 数 50-99人 100-149人 150-199人 200-299人 300-399人 400人以上

県 '84'90 124 22 37 21 38 4 2

(100) (17.7) (29.8) (16.9) (30.6) (3.2) (1.6)

計 121 19 35 22 38 5 2

(100) (15.7) (28.9) (18.2) (31.4) (4.1) (1.7)

公 '84'90 16 3 8 3 2 -

(100) (18.7) (50.0) (18.8) (12.5) -

立 15 3 8 2 2

(100) (20.0) (53.3) (13.3) (13.3)

私 '84'90 108 19 29 18 36 4 2

(100) (17.6) (26.5) (16.7)_ (33.3) (3.7) (1.8)

立 106 16 27 20 36 5 2

注)公 ･私立別の資料 (出所は衰B-1と同じ)より集計 ･作成

この表では40人単位で9区分に分けてあり､黄

大区分 ｢321人以上｣の最高在園児数は459人 ('84

午)､490人 ('90年)である｡

県下全体の動向をみておくと､160人以下の4区

分に '84年 ･'90年の両年度とも約 3分の 2が入 り､

またそれ以上の区分に残 りの3分の 1が入 り､あ

ま,)変化はみとめられないO公 ･私別にみてゆく

と､公立の '90年度において ｢41-80人｣の小規模

区分が二倍以上に増加､この間に園児減少を招い

た施設の存在が認められるのである｡私立の方は

｢81-120人｣が減 り､｢121-160人｣が増加 して

おり､この間に園児増となる施設の存在がみとめ

られるのである｡

表Bl4 幼稚園の公 ･私別在園児数規模別施設数 ･構成比 ('84I'90年)
( )内は構成比 :%

年度 級 数 1-40人 41-80人 81-120人 121-160人 161-200人 201-240人 241-280人 281-320人 321人以上

県 '84 124 5 20 35 19 17 10 10 3 5(100) (4.0) (16.1) (28.2) (15.3) (13.7) (8.1) (8.1) (2.4) (4.0)

汁 '90 121 5 24 24 24 17 9 7 6 4
(100) (4.1) (19.8) (19.8) (19.8) (14.0) (7.4) (5.8) (4.9) (3.3)

公 '84 16 1 3 9 2 1(100) (6.3) (18.7)_ (56.2) (12.5) (6.3)

立 '90 15 1 7 3 2 1
(100) (6.7) (46.7) (20.0) (13.3) (6.7)

私 也 108 4 17 26 17 16 10 川 3 5(100) (3.7) (15.7) (24.1) (15.7) (14.8) (9.3) (9.3) (2.8) (4.6)

立 '90 106 4 17 21 22 16 9 7 6 4
(100) (3.8) (16.0) (19.8) (20.7) (15.1) (8.5) (6.6) (5.7) (3.7)

注)公 ･私立別の資料 (出所は表B-1と同じ)より集計 ･作成
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表B-5 幼稚園の公 ･私別定員充足率区分別施設数･構成比 ('84･'90年)
( )内は構成比 二%

年度 総 数 60%未満 % % % % % 120%以上60,0-69.9 70.0-79.9 80.0-89.9 90_0-99.9 100-119.9

県 '84 124 15 21 16 24 16 20 12･100) L12.1) !16.91 112.9) ー19.3) (12.9) (16.1) (9.7)

計 '90 121 26 10 15 15 12 34 9
(100) (21.5) (8.3) (12.4) (12.4) (9.9) (28.1) (7.4)

公 '84 16 3 6 1 2 1 3(100) (18.7) (37.5) (6.2) (12.5) (6.2) (18.7)

立 '90 15 4 4 1 2 4 -
(100) (26.7) (26.7) (6.7) (13.3) (26.7) -

私 '84'90 108 12 15 15 22 15 17 12

(100) (ll.1) (13.9) (13.9) (20.4) (13.9) (15.7) (ll.1)

立 106 22 6 14 13 8 34 9

注)公 ･私立別の資料 (出所は表B- 1と同じ)より集計 ･作成

3)施設当たりの定員充足率の動向

表8-5では施設当たりの定員充足率に関して

7区分に分けてある｡みられるように､県下の幼

稚園は全体の2-3割もが定員超過となっており､

とくに100%以上の 2区分を設けておいた｡

表より県下全体の特徴 をみてゆ くと､'84年対

比 '90年度では ｢70.0-79.9%｣区分を境界にし

て､それ以下のとくに ｢60%未満｣区分､及びそ

れ以上のとくに ｢100-119.9%｣区分において増

加しており､両極分解の様相を呈している｡しか

し､またとくに ｢60.0-69.9%｣の区分が半減 し

ており､この間における充足率の低下を裏付ける

ような数字となっている｡

公 ･私別にみてゆくと､公立においてこの間に

おける充足率の低下を伴う下降移動がみてとれる｡

私立では90年度における両極分解､とくに100%以

上の 2区分に40.6% という数字がみられ､定員オ

ーバーの幼稚園が多数みとめられる｡その最大は

210.9% ('84年)､一方の最小充足率は18.8% ('

90年)である｡

4)在園児の年齢別状況と動向

表B-6では幼稚園在園児の年齢各歳別人数 ･

構成比､就園率が示してある｡

表より､幼稚園の当該人口 (3-5歳)比の就

園率は､｢総数｣をみても各歳別にみても年々増加
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している｡とくに3歳児においては､人数 ･構成

比､就園率を'88年以降､着実に伸ばしている｡4

歳児も伸びており､このことは公 ･私の幼稚園に

おいて園児滅対策の "的"を3･4歳児､とくに

3歳児にしぼり､就園増がはかられたことを意味

している｡

この点､公立幼稚園では､私立の仝園が3年保

育 (3-5歳児就園)であるのに対し､これまで

1年保育 (5歳児のみ) 2図､ 2年保育 (4･5

歳児)5園であったが､'87年以降､各 1園が受入

れ年齢を1年低下させ､3歳 ･4児歳クラスを新

設､増員をはかっている｡

5歳児についても､とくに私立幼稚園における

就園率アップはめざましく､その分､保育所にお

ける措置率の低下が表A-6からもみてとれるの

である｡つまり､県下の4･5歳児では､保育所

の在籍率 と幼稚園の就園率を合計すると､95%以

上となる点からも､全点就園的な状況が読み取れ

るのである｡したがって園児確保策では､3歳児

に的がしぼられ､また4･5才児では保育所より

も幼稚園が選ばれる傾向があり､とくに市部 ･私

立において就園増がはかられている｡

5)保育時間､保育 日数

幼稚園の運営状況のうち､一 日の保育時間 (登

園から下校まで)及び年間保育 (開所)日数につ
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表B-6 幼稚園の公 ･私別在園児の年齢各歳別人数 ･構成比､就園率の推移 ('84-'90年)
( )内は構成比 二%

午 皮 級 数 _ 3 歳 児 4 歳 児 5 歳 児実 数 l就園率 実 数 l就園率 実 数 l就園率 実 数 l就園率

A '84 18,211人 21.3% 4,049人 14.7% 6,903人 24.4% 7,259人 24,4%
(100) (22.2) (37.9) (39.9)

ロ計 '86 17,401 22.2 4,002 15.7 6,462 25.4 6,937 25.5

(100) (23.0) (37.1) (40.0)

'88 17,604 23.1 4,228 16.9 6,675 26.0 6,701 26.3
(100) (24.0) (37.9) (38.1)

'90 17,626 23.8 4,364 18.3 6,466 26.1 6,796 26.9
(100) (24.8) (36.7) (38.5)

公 '84 1,646 1.9 186 0.7 596 2.1 864 2.9
(100) (ll.3) (36.2) (52.5)

'86 1,461 1.9 164 0.6 533 2.1 764 2.8
(100) (ll.2) (36.5) (52.3)

'88 1,541 2.0 202 0.8 650 2.5 689 2~.7
(100) (13.1) (42.2) (44.7)

ユ∠ー '90 1,431 1,9 213 0.9 610 2.5 608 2.4
(100) (14.9) (42.6) (42.5)

私 '84 16,565 19.4 3,863 14.0 6,307 22.3 6,395 21.5
(100) (23.3) (38.1) (38.6)

'86 15,940 20.3 3,838 15.1 5,929 23.3 6,173 22.7
(100) (24.1) (37.2) (38.7)

'88 16,063 21.1 4,026 16.1 6,025 23.5 6,012 23.6
(100) (25.1) (37.5) (37.4)

A '90 16.195 21.9 4,151 17.4 5,856 23.6 6,188 24.5

注)資料出所は表B-1と同じ､就園率は当該年全人口-100として算出､各年5月1日現在

いてとりあげる｡

まず､保育時間をみてゆこう｡就学前幼児の教

育機関として任意設置 ･任意利用となる幼稚園は

一 日の保育 (教育)時間はおおむね4時間と理解

されている｡しかし､一方の保育所が原則 8時間

とされ､さらに時間延長が常態化している昨今､

幼稚園の側 も保護者の要望を入れ､県下の各園の

保育時間も次第に延長されてきた｡

B- 7表をみてゆくと､'90年の夏期 ･絵数では

4時間から8時間の広範囲にばらついているが､

6時間以上の5区分に61園､N.Aを除いた全体の

7割にあたる園が一 日6時間以上の保育をしてい

るという数字である｡この点､前回調査の'81年に

は7時間までの範囲で6時間以上が48園であり､

この間に長時間化 してきたことがわかる｡

公 ･私別にみると､公立では5時間台に8園､

6時間30分以上に7園と別れるが､前者には国立

･県立の各 1園が含まれている｡後者には町村部

で保育所代替的な運営が期待されて設置の幼稚園

が含まれている｡

私立では､全体の三分の一にあたる35園がNA

であり､残 りの私立幼稚園の実態をみてゆくと､
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表B-7 幼稚園の公 ･私別 1日の保育時間別施設数 ･構成比 (1990年度 夏 ･冬期別) 下段 ( )内は前回調査･1981年度実棟数

施 設 紙 数 4時 間 ～ 4時間30分～ 5時 間 ～ 5.時間30分～ 6時 間 ～ 6時間30分～ 7時 間 ～ 7時間30分～ 8時 間 ～ N . A

実数 l比率 実数 l比率 実数 い ヒ率 実数 t比率 実数 t比率 実数 ー比率 実数 t比率 実数 ー比率 実数 l比率 実数 1比率 実数 1比率

夏期 級数 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %

121 100 1 0.8 1 0.8 13 10.7 10 8,3 19 15.7 16 13.2 6 4.9 17 14.0 3 2.5 35 28.9

(121 100) (2 1.6) (4 3.3) (12 9.9) (17 14.0) (31 25.6) (10 8.3) (7 5.8) (一 一 ) (一 一 ) (39 32.2)

公立 15 100 6 40.0 2 13.3 2 13.3 1 6.7 2 13.3 2 13.3
(15 100) (一 一 ) (一 一 ) (6 40.0) (2 13.3) (3 20.0) (一 一 ) (4 26.6) (一 一 ) (一 一 ) (一 一 )

私立 106 100 1 0.9 1 0.9° 7 6.6 8 7.5 19 17.9 14 13.2 5 4.7 15 14.1 1 0.9 35 33.0
(106 100) (2 1.9) (4 3.8) (6 5.7) (15 14.1) (28 26.4) (10 9.4) (3 2.8) (一 一 ) (一 一 ) (39 36.8)

冬期 稔数 121 100 2 1.6 3 2.5 15 12.4 16 13.2 19 15.7 10 8.3 18 14.9 3 2.5

(121 100) (3 2.5) (10 8.3) (13 10.7) (27 22.3) (20 16.5) (8 6.6) (1 0.8) (- - ) (一 一 ) (39 32.2)

公立 15 100 2 13.3 5 33.3 2 13.3 1 6.7 3 20.0 2 13.3
(15 100) (一 一 ) (4 26.6) (5 33.3) (一 一 ) (2 13.3) (3 20,0) (1 6.7) (- - ) (一 一 ) (一 一 )

私立 106 100 2 1.9 1 0.9 10 9.4 14 13.2 18 17.0 10 9.4 15 14.1 1 0.9 (一 一 ) ( 3533.0)

注)公立は県担当課調べ数より､私立は各園記入の ｢幼稚寓経営概況｣平成2年度 (写)より集計 ･作成

表B-8 幼稚園の公 ･私別年間保育日数別施設数 ･構成比 (1990年度) 下段 ( )内は前回調査･1981年度実概数

施 設 総 数 228-230日 231-240日 241-250日 251-260日 261-270日 271-280日 281-284日 N . A

英 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 いヒ 率

合 計 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % .カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %
121 100 4 3.3 17 14.0 41 33.9 20 16.5 1 0.8 3 2.5 1 0.8 34 28.1

(121 100) ( 3 2.5) ( 20 16.5) ( 35 28.9) ( 19 17.9) ( 3 2.5) ( 3 2.5) ( 1 0.8) ( 37 30.6)

公 立 15 100 2 13.3 4 26.7 3 20.0 2 13.3 3 20.0 1 6.7
( 15 100) ( 2 13.3) ( 6 40.0) (一 一 ) ( 1 6.7) ( 1 6.7) ( 3 20.0) ( 1 6.7) ( 1 6.7)

私 立 106 100 2 1.9 13 12.3 38 35.8 18 17.0 1 0.9 34 32.1

症)資料出所は表B-7と同じ
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桜田百合子 長野県下における保育施設の動向 (1984-'90年)

上記の総数の状況 ･動向と近似である｡つまり､

4-8時間内にばらつき､'81年対比 '90年では長

時間化していることがみてとれるのである｡

寒冷地気候の県下において､冬季に時間短縮 と

なる幼稚園が全体の約 7割である｡およそ下園時

刻を30分程度短縮するものが大多数である｡

次に､保育 日数に移ろう｡

幼稚園の保育 日数にかんしては､学校教育法施

行規則において年間220日を下ってはならない､と

規定されている｡

県下の幼稚園においては､a-8表でみられる

ように､'90年度､全体的に最少･228日から最大･

284日の間に幅広 くばらついているが､およそ250

日の前後に集中している｡前回の '81年度に比べて

みると､とくに変動はみとめられない｡

公 ･私別には､公立においてやはり両極分解し

ており､240日以下には国･県立関連の幼稚園が含

まれ､271日以上には保育所代替的な幼稚園が入っ

ている｡

私立の方は､年間保育 日数のばらつきが少なく

231-260日の三区分に大部分が入る｡とくに､241

-250日区分に回答園中の過半数が入 り､最長の-

園は264日である0

以上のような幼稚園の年間保育日数の状況は､

201

保育所のそれが保護者 ･家庭の保育に欠ける実態

からして日曜 ･祭日を除き年間290-300日となる

のに比べると､かなり短かい｡幼稚園では､毎年

度の教育計画内に夏休みを始めとする長期休暇が

年間50-60日もとれるようになっているからであ

ろう｡

C.公設無認可施設

1)種別施設数､在籍児数の動向

表C- 1でみられるように､｢へき地保育所｣｢児
童館保育｣とも施設数､及び在籍児数は'84年以

降､漸減傾向で推移している｡

｢-き地保育所｣は､'90年現在､'83年対比の施

設数で3ヵ所減少､在籍児数で92人 (11%)の減

少となっている｡前回調査の7年間における19カ

所､628人という"激減''と比べれば､今回の7年

間は漸減期 といえようか｡

-き地保育所の各年における増 ･減力所につい

て､その理由をみておくと､増加 3ヵ所は郡部の

山間部に所在の認可保育所 (鬼無里村 2､開田村

1)が児童減 ･定員減の果てに､へき地保育所へ

の移行を余儀無 くされたものである｡一方の減少

6ヵ所は児童減少等から認可保育所等-の吸収 ･

統合により休 ･廃所に立ち至ったものである｡

表C-1 公設無認可施設の種頬別施設数､在籍児数の推移 ('83-'90年)

午 皮 へ き 地 保 育 所 児 童 館 保 育

施 設 数 在 籍 児 数 施 設 数 在 籍 児 数

実 数 巨増〕△減 人 数 l指 数 実 数 l増 △減 人 数 い 旨 数

'83 41カ所 868人 100 13カ所 426人 100

'84 40 △1 820 94 11 △2 314 74

'85 40 793 91 9 △2 ( ) ( )

'86 - 41 〔3〕△2 802 92 9 292 67

'87 41 816 94 9 ( ) ( )

'88 40 △ 1 796 92 9 275 65

'89 38 △2 771 89 9 279 69

'90 38 776 89 9 267 63

注)へき地保育所の資料出所 :県青少年課｡在籍児数は年間 1日平均の入所児童数

児童館保育に関しては設置市町村よりの回答数 (聞き取り調査､各年 4月1日現在)

( )内空欄は一部の設置市よりの実数不明回答によるもの

なお､後禍の付表 5･6において ｢へき地保育所｣及び ｢児童館保育｣の設置市町村別に､'84-'90年間における

｢施設数｣､｢在籍児数｣の推移を掲示してあるので参照されたい
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表C-2 公設無認可施設の種類別､在籍児数規模別施設数 ･構成比 (1990年度)

下段 ( )内は82年度実績数

総 数 10人以下 ll-20人 21-30人 31-49人 50-69人 70人以上

実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率

ヘき地保育所 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %
38 100 8 21.0 11 28.9 13 34.2 6 15.8

(42 100) (7 16.5) (15 35.7) (10 23.8) (10 21.4) (1 2.4)

児童館保育 9 100 2 22.2 2 22.2 2 22.2 2 22.2 (2-13.3) 1 11.1

注)資料出所 ('90年度は表C-1と同じ)より集計 ･作成

｢児童館保育｣は､この7年間に施設数で4カ

所の減少､在籍児数で159人 (37%)の減少 となっ

ている｡減少 4ヵ所の内訳は､長野市内2､美麻

村 1､小川村 1カ所で､いずれも地域の児童減少

等によるものである｡しかし､これらの施設は今

回の統廃合により､保育所代替施設から本来の児

童館施設へ立ち戻ることになったのである｡また､

へき地保育所と比べて児童館保育は新設カ所がな

く､減少一途である点からは､児童館保育の過渡

的 ･代替的性格をみてとることができる｡

ところで､この間における在籍児数の減少を施

設当たりの在籍児数規模でみると､どのような変

化がみられるのだろうか｡

表C-2には､'90年現在 と前回調査における'82

年度の実績数が掲示 してある｡

｢へき地保育所｣では今回､前回とも20人以下

の2区分 と21人以上の 3区分に約半数ずつ入るが､

前回の方がやや大規模区分へ分散傾向をみせてい

る｡

｢児童館保育｣では､今回も幅広 く分散 してい

るのであるが､黄大区分の70人以上のしめる割合

が減少してお り､やはり小規模化の傾向をみせて

いるようである｡

2)在籍児童の年齢別状況

表C-3では在籍児を0-2歳､3歳以上の 2

区分に分けて､'90年現在 と前回の '82年度実績数

が掲示してある｡みられるように､｢-き地保育所｣
｢児童館保育｣とも3歳以上の区分内にほとんど

全数がはいり､3歳未満児は僅少人数である｡

このように県下の公設無認可施設における在籍

児の年齢別構成の特徴からは､幼稚園在園児のそ

れに近似であり､幼稚園代替的な性格が強いよう

におもわれる｡

3)年間開設日数

表C-4でみられるように､'90年現在､｢へき地

保育所｣では全体の8割近 くが､｢児童館保育｣で

は 3分の 2が270日以上の3区分に入 り､前回の実

績と比べて全般的に増加､長期間開設の傾向をみ

表C-3 公設無認可施設の種類別､在籍児の年齢=区分別人数 ･構成比
下段 ( )内は'82年度実績数

総 数 0- 2歳 児 3歳以上 児

実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率

-き地保育所'89.10.1現在 798人 100% 5人 0.6% 793人 99.4%(951 100) ( 23 2.4) (928̂ 97.6)

児童館保育'90.4.1現在 267 100 5 1.9 262 98.1

資料出所 :へき地保育所は厚生省 ｢社会福祉施設調査結果報告』'89年版より

児童館保育は設置市町村の回答数より集計 ･作成
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表C-4 公設無認可施設の種類別､年間開設日数別施設数 (1990年度)

下段 ( )内は'82年度実績数

総 数 146-160日 161-239日 240-259日 260-269日 270-279日 280-290日 290日以上

実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 英 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率

38 100 1 2.6 3 7.9 3 7.9 17 44.7 9 23.7 5 13.2

(41 100) (1 2.4) (一 一) (2 4.9) (7 17.1) (15 36.6) (16 39.0) (- -)

児童 館 保 育 9 100 3 33.3 4 44.4 2 22.2
(15 100) (- -) (2 13.3) (4 26.7) (4 26.7) (2 13.3) (3 20.0) (一 一)

資料出所 :表C-1と同じ

表C-5 へき地保育所の開所､閉所時刻別施設数 ･構成比の推移 ('85-'89年)
下段 ( )内は全国 ･総数の構成比 :%

午 皮 開 所 時 刻 閉 所 時 刻

6:00-6:59 7:00-7:59 8:00-8:59 9:00-9:59 15:00以前 15:01-16:00 16:01-17:00 17:01-18:00

実 数 l比 率 実 数 巨ヒ 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 軽 率 実 数 l比 率

'85 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %

39 100 1 2.6 36 92.3 2 5.1 18 46.2 19 48.7 2 5.1

(100) ( -) (15.8) (82.1) (2.1) (5.3) (33.7) (48.2) (12.6)

'87 41 100 40 97.6 1 2.4 8 19.5 31 75.6 2 4.8

(100) ( -) (15,1) (83.0) (1.9) (5.2) 31.6) (50.2) (13.0)

'89 38 100 1 2.6 35 92.1 2 5.2 8 21.1 28 73.7 2 5.2

(100) ( -) (5.5) (83.2) (1.3) (4.5) (31.7) (47.0) (16.7)

注)資料出所 二厚生省 訂社会福祉施設調査報告』各年版､10月1日現在
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表C-6 へき地保育所の延べ開所 (保育)時間別施設数･構成比の推移 ('85-'89年)
下段 ( )内は全国 ･総数の構成比 :%

午皮 総 数 7時間未満 7-8時間未満 8-9時間未満 9-10時間未満10-11時間未満ll-12時間未満12-13時間未満実数 巨ヒ率 実数FLb率 実数 巨ヒ率 実数匝 率 実数 匝 率 実数巨ヒ率 実数匝 率 実数巨ヒ率

'85 カ_所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %(3.3) カ所 % カ所 %

39 100 1 2.6 14 35.9 21 53.8 3 7.7 -

(100) (1.7) (16.6) (51.6) (26.6) (0.1) (0.0)

'87 41 100 7 17.1 26 63.4 8 19.5 -(3.1)(100) (1.6) (15.5) (50.9) (28.9) (0.0) ( -)

'89 38 100 (1.1) 4 10.5 28 73.7 6 15.8(100) (16.4) (49.2) (30.1) (3.1) (0.0) ( -)

注)資料出所 :表C-5と同じ

せている｡なお､最高日数は295日､最小日数は190

日で､北信の豪雪地に所在の施設である｡

4)開所 ･閉所時刻､保育時間

｢-き地保育所｣における開所､閉所時刻及び

延べ開所 (保育)時間については厚生省の調査結

果が公表されており､これをもとに表C-5､表

C-6を作成 した｡

表C-5でみられるように､｢開所時刻｣につい

ては朝の8時台に9割以上が集中してこの間推移

しており､全国の構成比と比べてやや遅い時刻の

開所となっている｡

｢閉所時刻｣に移ると､'85年には3時台と4時

台に半数ずつだが､'85年以降は､夕方の4時台へ

大部分が集まり､推移している｡

表C- 6で ｢延べ開所 (保育)時間｣をみてゆ

くと､8時間台に過半数が入 り､しだいにその割

合を増や している｡全国的には9時間台がしだい

に増えで 89年度に3割に達し､8時間台は5割以

下となっている｡

このように県下の-き地保育所の保育時間では､

しだいに長時間化しているが､全国のそれに比べ

れば短時間という特徴がみてとれるのである｡

なお､｢児童館保育｣における開所 ･閉所時刻及

び保育時間については､今回､未把握であるが､

およそ､認可保育所の ｢公営｣における状況と近

似であると思われる｡
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D.民間無認可施設

1)種別の施設数､利用児童数の動向

表D- 1では前回の終年にあたる'83年度を基

準とした種別の施設数､利用児童数にかんする年

次推移がみてとれる｡

全体的に低減傾向をたどり推移 しており､この

間､施設数の最低は88年の72ヵ所('83年対比27%

減)､利用児童数の最低は'89年の910人 (同･26%

減)である｡

｢無認可共同保育所｣は施設数が '83年以降､12

カ所 (32%)減少するが､利用児童数は51人 (10

%)の減少､この間におよそ小人数施設が消え去

ったことがわかる｡

｢家庭保育室｣は'90年にかけて施設数で3分の

1､利用児童数では3分の2と激減している｡

｢ベビーホテル｣も大幅に後退し､'88年に2ヵ

所となり､'90年には4ヵ所に戻るが､児童の数は

減少一途､'90年現在16人､ビジネス成立の根拠が

疑われる数字である｡こうした激減の一要因とし

て､'84年度において6ヵ所中の4ヵ所が開設され

ていた長野市内に､公設 ･民営の夜間保育所 1ヵ

所 (定男30人)が設置され､多数の利用となって

いることがあげられる｡

｢事業所内保育所｣は'86年にかけて施設数の減

少をみるが､その後に増加する｡しかし利用児童

数は足踏み状態で､1ヵ所当たり5- 6人である｡

｢病院内保育所｣は施設数がこの間に微増 ･減

するが､利用児童数は1カ所当り20人弱で推移 し



桜田百合子 長野県下における保育施設の動向 (1984-'90年)

表D- 1 民間無認可施設の種類別施設数･利用児童数の推移 ('83-'90年)

205

午 皮 合 計 無認可共同保育所 家庭保育室 ベビーホテル 事業所内保育 病院内保育所
カ所数 l人 数 カ所数 l̂ 数 カ所数 1人 数 カ所数 F̂ 数 カ所数 l人 数 カ所数 l̂ 数

'83 99 1,233 37 596 21 108 6 68 21 146 14 305

'84 92 1,_201 35 651 20 96 6 58 17 134 14 262

'85 90 1,192 32 612 19 84 6 54 18 157 15 285

'86 82 1,095 30 562 17 86 4 49 16 120 15 278

'87 79 1,051 30 573 14 74 3 36 19 114 13 254

'88 72 968 25 497 14 74 2 34 18 125 13 238

'89 74 910 25 477 14 63 2 23 20 105 13 242

'90 73 968 25 545 7 30 4 16 24 132 13 245

'83-'90 △26~ △265 △12 △51 △14 △78 △2 △52 3 △14 △1 △60

症)資料出所 :長野県社会部 F無認可施設調査結果』各年 6月1日現在

表D- 2 民間無艶可施設の種類別利用児童年齢=区分別人数･構成比の推移 ('86-'90年)
下段 ( )内は各種別構成比 :%

午 皮 合 計 無認可共同保育所 家庭保育室 ベ ビーホテル 事業所内保育 病院内保育所0-2歳巨 歳以上 0-2可 3歳以上 0-2歳l3歳以上 0-2可 3歳以上 0-2歳巨 歳以上 0-2億日 歳以上

'86 763人 332人 315人 247人 83人 3人 24人 25人 88人 32人 253人 25人

(69.7) (30.3) (56.0) (44.0) (96.5) (3.5) (49.0) (51.0) (73.3) (26.7) (91.0) (9.0)

'87 706 345 323 250 67 7 19 17 87 27 210 44

(67.2) (32.8) (56.4) (43.6) (90.5) (9.5) (52.8) (47.2) (76.3) (23.7) (82.7) (17.3)

'88 657 311 287 210 72 2 17 17 76 49 205 33

(67.9) (32.1) (57.7) (42.3) (97.3) (2.7) (50.0) (50.0) (60.8) (39.2) (86.1) (13.9)

'89 608 302 265 212 60 3 8 15 65 40 210 32

(66.8) (33.2) (55.6) (44.4) (95.2) (4.8) (34.8) (65.2) (61.9) (38.1) (86.8).(13.2)

'90 641 327 309 236 30 2 14 84 48 216 29

注)資料出所 :表D-1と同じ

ており､この施設-の根強いニーズの所在を示し

ている｡

2)利用児童の年齢状況と動向

表D-2には民間無認可施設の種別に利用児童

の年齢二区分別状況について '86-'90年間の推移

が示 してある｡

全体的に ｢0-2歳｣区分の3歳未満児が 3分

の2をしめて推移しており､この種の無認可施設

における3歳未満児中心の受け入れ､利用者ニー

ズの所在がみてとれるのである｡

とくにこの3歳未満児の利用割合の高い施設種

類は ｢家庭保育室｣の他に病院､事業所の両職場

保育所である｡また ｢無認可共同保育所｣も未満

児が過半数を占めて推移 しており､認可保育所が

この種の働 く母親達の未満児保育ニーズに対応不
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表D-3 民間無艶可施設の利用児童四区分別人数 ･構成比の推移 ('85-'90年)

辛皮 合 計 0歳 児 1-2歳児 3 歳 児 4歳 以 上人 数 比 率 人 数 比 率 人 数 l比 率 人 数 l比 率 人 数 比 率

'85 1,192人 100% 171̂ 14.30/o 661人 55.5% 209人 17.5% 151̂ 12.7%

'86 1,095 100 144 13.2 619 56.4 223 20.4 109 10.0

'87 1,051 100 181 17.2 525 50.0 229 21.8 116 11.0

'88 968 100 159 16.4 498 51.5 210 21.7 101 10.4

'89 910 _100 144 15.8 464 51.0 143 15.7 159 17.5

注)資料出所 :表D-1と同じ

充分のまま推移 している事態がうかがわれる｡

表D-3に移 り､利用児童の全体を年齢四区分

別 (認可保育所 と同じ)に示 してある｡

まず､｢0歳児｣の占める割合がこの間､15%前

後で推移 してお り､認可保育所のそれが 1%未満

である事 と比べると､抜群の高さである｡

｢1-2歳児｣をみてゆ くと全体の過半数を占

めて推移 している｡利用児童の中心であり､認可

保育所のそれが 6-7%で､4-5歳児中心であ

る点と比べて大きく異なる｡

｢3歳児｣区分をみると､およそ20%前後で推

移 しており､この構成比認可保育所のそれ (25%

前後)と近似である｡

｢4歳以上児｣は､1割台の少数利用である｡

認可保育所におけるそれが 7割近 くを占めている

ことと比べると対照的である｡

このように､民間無認可施設の利用児童の年齢

構成の特徴からは､認可保育所における3歳未満

児保育の微弱､消極的な経過を補完して設置 ･運

営されていることがみとめられるのである｡

おわ リに

本稿では前回の調査報告に引き続き､1984-'90

年間における長野県下の就学前各種保育施設の設

置 ･普及､運営 ･利用の状況 ･動向に関して行政

資料による数値で捉え､可能な限りで前回及び全

国比較を試みておいた｡以下では､今回把握 しえ

た範囲内でこの間における特記すべき特徴､問題

点を要約 しておきたい｡

県下の各種保育施設の設置 ･普及動向は'84年以

降において明瞭な減少傾向をたどるが､公営保育

所中心の "保育所王国''的な設置状況はいぜんと
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して変わらない｡乳幼児人口の減少等を理由 ･背

景にした保育施設の縮小整理､統廃合がこの間､

鋭意すすめられ､施設数､定員､在籍児数等で年

々の減少をみている｡施設数では､公 ･私の無認

可施設が補完代替的な性格からして大きく消え去

っている.定員 ･在籍児数では､保育所がこの間

に大きく減少しつづけ､単位施設の小規模化を招

来している｡にもかかわらず保育所における走貝

割れ (欠員)状態や人口比の在籍 (措置)率は改

善されず､"保育所離れ"的な状況がみとめられる

のである｡この点､幼稚園においては､とくに減

少とはならず維持的に推移 してお り､人口比の就

園率では上昇カーブを描き､"幼稚園人気''を裏付

けるように推移 している｡

保育施設の運営状況を本稿では､利用者家庭の

ニーズにそ くして保育時間と低齢児の受入れ (荏

籍児の年齢別)動向で把えておいた｡

県下の保育所における低齢児の受入れ-乳児 .

三歳未満児保育については､従来より大多数の公

営保育所が消極的であったが､今期においても大

きな改善はみられず､少数の私営保育所により担

われている｡また､公営保育所における現状から

して､県下の民間無認可施設では乳児 ･未満児保

育を一手に引き受けている｡したがって公営保育所

では3歳以上児のしめる割合が抜群に高く､とくに

郡部の公営においては幼稚園の年齢構成 と近似で

ある｡幼稚園設置の困難な郡部において､ とくに

公営保育所は幼稚園代替的に設置､運営されてい

る状況が今期 も引きつづきみてとれるのである｡

一方の幼稚園は幼児人口減少､4-5歳児の全員

就園的な状況下において､3歳児の入園増に力を

入れている｡
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こうして､県下の保育所 ･幼稚園では3歳以上

児をめ ぐり競合関係を強めており､幼稚園就園率

が高まる一方で､保育所のとくに4-5歳児の入

所率の低下､いわゆる "地盤沈下"がみとめられ

るのである｡この点､公設無認可施設も郡部の公

営保育所同様､3歳未満児の受入れは皆無に近 く､

幼稚園に近似の年齢構成で推移 している｡

一 日の保育時間にかんして､今 日､利用者家庭

からは時間延長の要望が広範に出されている｡こ

の延長保育ニーズを基本的に受止める立場にある

のは保育所である｡県下の保育所はこの間に長時

間化の傾向をたどるものの､全国のそれに比べれ

ば､はるかに遅い開所 ･早い閉所､したがって短

かい保育時間という特徴を明瞭にみせている｡

県当局の調査においてもフルタイム共働き家庭の保

育時間要望枠(10時間)に対応可能な保育所は少な

く､私営保育所の大部分により担われている｡

一方の幼稚園は短時間保育を本旨とするが､最

近の動向では急速な時間延長がみとめられ､保育

所-の接近がはかられている｡

民間無認可施設の保育時間の状況にかんしては

資料が得 られず､省略したが､その設置主旨から

して利用者家庭のニーズに対応しており､長時間

保育をはじめ､夜間､休 日保育もおこなわれてい

ることは前回調査で確認済みである｡

以上でみてきたように､県下の保育施設は代表

的な保育所が､この間の乳幼児人口減少､保育ニ

ーズの多様化を前にして､とくに公営において対
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応不充分であり､結果として "保育所離れ''的な

事態の進行かみとめられるのである｡一方の幼稚

園は安定的に経過している｡昨今の底固い幼稚園

人気に支えられ､保護者ニーズに目配りをした運

営に努めているからであろうか｡

公 ･私の無認可施設はこの間､施設数を減らし

たものの､今後とも若干の変動を伴いながら存続

してゆくであろう｡なぜなら認可施設の設置困難

あるいは利用上の限界 ･問題が所在する限りで､

無認可施設は､代替補完的に設置 ･利用される性

格のものであるからである｡

さいごに､本調査研究では､今 日の保育需要 ･

利用家庭の保育ニーズとの関連で､県下の保育施

設の設置 ･運営状況を分析し保育行政の課題を掲

示してゆくことに力点をおいている｡しかし､そ

れは本稿でとりあげた対象項Elの範囲内では不充

分である｡この点､少なくとも前回の調査報告を

まとめた 『保育行財政自書』でとりあげた項目範

囲による分析 ･考察がもとめられているのである

が､今回､それを果たすことができなかった｡ま

た今 日､何よりも県下における保育需要の所在に

関して実証的に検討してゆくことが必要不可欠で

あり､今後に残された研究課題であると思われるO

(さくらだ ゆりこ 教授)

(1991.10.5 受理)
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付表1 保育所の施設数の推移 ('841'98年)

① く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年4月分より集計 ･作成〉
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付表 1 保育所の施設数の推移 ('84-'9t)辛)

② く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年 4月分より集計 ･作成〉
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付表1 保育所の施設数の推移 ('84-'90年)

③ 〈各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年 4月分より集計 ･作成〉
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桜 田百合子 長野県下における保育施設の動 向 (1984-'90年)

付表 2 保育所 (総数)の定員と在籍児数の推移 ('841'90年)

① く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年 4月分より集計 ･作成)
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付表2 保育所 (総数)の定見と在籍児数の推移 ('84-'90年)

② く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年 4月分より集計 ･作成〉
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付表2 保育所 (揺数)の定見と在籍児数の推移 ('84-'90年)

③ (各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年 4月分より集計 ･作成)

在 籍 児 数 の 推 移 (総 数)定 員 の 推 移 (総 数)
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270
275

185
120

二

210
65
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付表 2 保育所 (私営)の走jLと在籍児数の推移 ('84-'90年)

く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78一｣川表､各年4月分より集計 .作成〉
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桜田百合子 長野県下における保育施設の動向 (1984-'90年)

付表 3 幼稚Eilの施設数の推移 (J84-'90年)

215

幼 稚 囲 (総 数) 幼 稚 園 (公 立) 幼 稚 園 (私 立l

蛸

106
92
14

赫

朋
92
14

輔

106
92
14

蛸

106
92
14

姉

107
92
1

輔

㈹
92
16

姉

糊
92
16

姉

川
7
8

嫡

16
7
9

輔

16
7
9

輔

16
7
9

姉

16
7
9

輔

16
7
9

姉

16
6
10

姉

川
99
22

嫡

122
99
23

蛸

1-2
99
23

姉

1-2
99
23

城

123
99
2

輔

124
99
25

輔

榊
98
2

市
市
市
市
市

野
本

田
谷
田

長
松
上
岡
飯

市
市
市
市
市

訪
坂
諸
郡
畑

諏
須
小
伊
駒

市
市
市
市
市

野
町
山
野
尻

中
大
飯
茅
塩

郡
町
町
町

郡
町

郡
町

郡
町
町

･･-

-=
=

･
･･

･_-1
T･-

;_-

-

小
丸
東
真

諏
下

上
辰

下
か
上

3
1

1
3
9
4
4

3
1

1
4

一
一
1

1
4

一
一
1

1
4

一
一
1

1
4

一
一
1

1
4

一
【
1

1
4

一
【
1

1

4

一
一
一

一

E
E
一
1

一
1
1
1
1

一
…
"
一
t

一
一
一
一
1

一
一
一
一
1

一
一
一
一
1

一
【
一
一
1

一
一
一

一
一

一
一
一

一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
【
一
一

一
一
一
一

一

I
I
I
!

I

1
3
9
4
4

3
1

1
3
9
4
4

3
1

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

一
一

一
一

一
一

一

一
一
一

一
一

l
1

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

3 3 2 2 2 2 2 - - 1 - - - - 3 3
1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1
1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 一 一 一 1 1 1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 I 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1

1 - - - 1 - - 1 - - - - - ~ ~ - - ~ - ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - 1 - - -

1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - ~ ~ ~

1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - ~ - - -

1 1 1 - 一 一 一 一 - - 一 一 - - 1 1 1 - ~ ~ -

1 1 1 1 1 1 1 - 一 一 一 一 一 一 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 - - - - 一 一 一 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - ~ ~ - ~

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - ~ ~ - ~

- 1 6 3 -
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付表 4 幼稚韓 (公立)の定点と在園児i数の推移 ('84-'9D年)

① く県教委 F教育要覧』各年版より集計 ･作成〉

定 員 の 推 移 (公 立) 在 園 児 数 の 推 移

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2145 2085 2 125 2 1 4 5 2145 1985 1985 1646 1155 1461 1515 1541 1487 1431

910 970 970 970 970 970 970 820 909 860 825 824 843 807

1235 1115 1155 1175 1175 1015 1015 826 646 601 690 717 644 624

120 120 120 120 120 120 120 120 120 117 114 120 116 118

670 610 610 610 610 610 610 586 576 554 528 530 539 512

- 120 120 120 120 120 120 - 108 84 86 74 86 80

120 120 120 120 120 120 120 114 105 105 97 100 102 97

240 240 240 240 240 240 240 155 145 140 136 123 114 115

120 (飯田市へ合併) 一 一 一 98 (飯田市へ合併)

85 85 85 85 85 85 85 85 71 55 61 52 64 77

180 180 180 180 180 180 180 88 89 77 79 75 92 85

200 200 200 200 200 - - 132 109 104 100 99

160 160 160 180 180 180 180 107 83 79 134 164 142 125

130 130 170 170 170 210 210 70 74 63 98 122 154 148

120 120 120 120 120 120 120 91 75 83 82 82 78 74
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桜田百合子 長野県下における保育施設の動向 (1984-'90年)

付表4 幼稚園 (私立)の定見と在園児jE数の推移 ('84-'90年)

② 〈県総務部 『長野県私立学校統計』各年版より集計 ･作成〉
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長野大学紀要 第13巻第 2･3号合併号 1991218

付表 5 公設無認可施設の施設数の推移 ('84-'90年)

育煤

鰭塞児所
育煤也さへ

所

9

5

4

4

一

一
ー

一

力所

9

5

4

4

一

一
1

1

カ所
9

5

4

4

一

一
ー

一

力所

9

5

4

4

一

一
1

一

力所
9

5

4

4

一

F
l

一

力所

9

5

4

4

一

一
1

【

カ所
‖
5
6

4

J

I
1

I

カ硝

-8

9

29

一

2

2

1

4

棉

-8

9

29

1
2

2

1

4

所

40

10

30

一

2

2

1

4

1

カ蛸

Il

lO
31

一

2

2

1

4

1

踊

れ

10
3

E

2

2

1

4

1

所

40
10
3〇

一

2

2

1

4

1

め蛸

40

10
30

】

2

2

1

4

1

一

一

1

一

∴

l
1

1

一

f
l

一

一

一
1

一

l

一
1

J

一

一
1

一

i

I
1

I

1

一

一
2

1

一

一
2

1

一

一
2

1

一

一
2

1

一
一
2

1

1

!
2

1

1

一
2

一

一

一
1

一

一

一

一
1

一

一

一

一
1

一

l

(

1
1

l

一

一

一
1

一

一

一

一
ー

一

一

一

一
1

一

2

一
1

一
1

2

一

1

一
1

2

1

1

一
1

2

1

1

一
1

2
1

1

一

1

2

1

1

一

1

2

1
1

一
1

i

I

l

1

一

一

J

F

一

一

一

一

一

一

一

I

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一
一

1

1

1
1

一

1

1
1

一

一

一

一

一

一

一

一

I
一

一

一

一

1

I

一

一

一

一

【

一

一

l

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1
1

1

一

一

一
一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

l

I

一

一

一
1

一

一
1

一
2

一
1

一
2

一
1

1
2

一
1

一
2

一
1

一
2

1

1

一

2

1

1

一
2

一

一
1

一
1

一

一
1

一
1

m

:
t

.1
1

一

一
1

一
1

一

一
1

一
1

一

一
1

一
ー

一

一
1

一
2

3

1

1

2

3

3

1

1

一
3

3

1

1

一
3

2 2 2 2 2 2 2 -

症) 資 料 出 所 : -き地保育所一県社会都 F社会福祉年報』各年版

児童館保育一設置市町村担当課からの聞きとり数､各年4月1EI現在
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付表 6 公設無認可施設の在ヰ児上敷の推移 ('84-'90年)

育煤官▲hn-
童児所育保也さへ

人

67

01

66

2

2

人

ー9

09

70

2

2

人

ー5

09

66

2

2

人
)

)

66

人

92

15

77

2

2

人
ー

)
87

人

14

05

09

3

2

1

人
ー6

43

33

7

1

6

人
ー1

54

17

7

1

6

人

96

59

37

7

1

6

人

16

74

42

-

1

6

人

02

75

27

8

1

6

人

93

79

14

7

6

人

20

82

38

8

1

6

55

一

一
46

l

一

163

一

一
46

一

一

‖H56

一

一
53

仙

一

1ー

一

一
60

一

一

53

一

一
62

一

一

‖
H

)

i

一
58

一

一

44

一

一
61

一

一

1一
38

58

13

34

一

t
50

59

10

35

一

1
39

53

10

39

18

3

一
43

60

10

41

20

31

一
31

67

10

43

21

27

一
38

73

12

43

15

23

【
43

60

15

44

20

21

一
26

一

一

一

一
6

一

一
2

l

i

I

一
9

J

一
31

一

一

一

1
8

一

一
35

一

一

一

一
10

一

一
40

一

一

一

一
10

一

一
38

一

一

一

一
12

一

一
35

一

一

一

一
9

一

一

一
77

53

一
3

r
2

一

一
63

46

一
29

一
l

i

一
61

53

一
29

一
l

一

一

一

一

一

r

i

一

一

一

一

Z

Z

一

一

一

一

一

一

一

l

一

一

一

一

一

一

一

0

5

8

一

20

0

7

一

2

1

9

0

6

0

1

1

1

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

I

L

1

一

l

一

一

I

I

I

I

一

一

L

1

J

一

一

一

l

一
67

45

3

24

一
23

20

10

4

1

一

一
67

44

2

2〇

一
23

17

11

5

11

5

一
74

55

3

17

一
21

13

11

4

1

9

一
80

51

7

18

一
20

13

11

5

13

一

一

一

一

一

L

一

一

一

一

J

I
28

一

29

36

37

仙
10

一
2

29

46

47

一
9

一
1

26

40

43

一
10

一
15

25

41

30

一
12

一
16

26

39

32

一
15

一
15

27

41

12

8

19

一
14

27

31

8

10

12

一
18

1

L
22

一
1

1

E
11

一
24

一

一
14

7
13

一

一
8

一
13

1

1
13

一
l

一

一
21

一
16

一

1
22

一
15

72 58

25 19

27 25

21 18

104 107

85 92

18 19

35 21

104 102

28 22 31 30 31 25 23

注) 資料 出所 : -き地保育所一県青少年家庭課調､1日平均入所児童数を計上

児童館保育一設置市町村担当課からの開きとり数,各年4月1日現在

( )内は当該人数不明につき末計上
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